
１．介護保険の給付の対象となるサービス　　　

Ⅰ 訪問介護費

　身体介護

所要時間 20分未満
20分以上
30分未満

30分以上
1時間未満

1時間以上
1時間半未満

１時間半以上
（30分増す毎）

基準額 1670円 2500円 3960円 5790円 840円

ご負担額 167円 250円 396円 579円 84円

生活援助

所要時間
20分以上
45分未満

45分以上

基準額 1830円 2250円

ご負担額 183円 225円

身体介護に引き続き生活援助を行う場合

所要時間
20分以上
45分未満

45分以上
70分未満

70分以上

基準額 670円 1340円 2010円

ご負担額 67円 134円 201円
※ １．上記料金表には、特別地域加算やその他の加算が割増加算されます。

※ ２．「サービスに要する時間」はサービスを実施する為に国で定められた標準的な所要時間です。

Ⅱ　第1号訪問事業(介護予防訪問サービス）
料金

基準額 2680円

ご負担額 268円

基準額 2720円

ご負担額 272円

基準額 2870円

ご負担額 287円
※ １．週3回以上のご利用には総合事業対象者か要支援2の認定が必要です。

※ ２．上記料金表には、特別地域加算やその他の加算が割増加算されます。

Ⅲ　第1号訪問事業（家事援助訪問サービス）
料金

基準額 2410円

ご負担額 241円

基準額 2450円

ご負担額 245円

基準額 2580円

ご負担額 258円
※ １．週3回以上のご利用には総合事業対象者か要支援2の認定が必要です。

※ ２．上記料金表には、特別地域加算やその他の加算が割増加算されます。

別紙　訪問介護及び介護予防・日常生活支援総合事業第１号訪問事業料金表

令和4年10月１日　改定

サービスの回数

身体介護

生活援助

身体介護
＋

生活援助

月5回以上のご利用の場合、ご負担額は1,176
円の固定料金となります。

月9回以上のご利用の場合、ご負担額は2,349
円の固定料金となります。

月13回以上のご利用の場合、ご負担額は3,727
円の固定料金となります。

備考

週1回程度

週2回程度

週3回以上

サービスの回数 備考

週1回程度
月5回以上のご利用の場合、ご負担額は1,058
円の固定料金となります。

週2回程度
月9回以上のご利用の場合、ご負担額は2,114
円の固定料金となります。

週3回以上
月13回以上のご利用の場合、ご負担額は3,354
円の固定料金となります。



Ⅳ　時間割増及び各種加算

①

・ 夜間 25% 加算

・ 早朝 25% 加算

・ 深夜 50% 加算

※ 加算対象：訪問介護

②

・ 体重の重い方に対する入浴介助等の重介護等の重介護サービスを行う場合

・ 暴力行為などが見られる方のサービスを行う場合

・ その他ご契約者の状況等から、適当と認められる場合

※ 他訪問系サービスと同時間に併用した場合は、両方の料金を頂く事となります。

※ 加算対象：訪問介護

③

ａ
・ 事業所が、すべての訪問介護員に研修を計画的に実施している。

・ 定期的な会議を開催している。

・ サービス提供責任者へ文書等確実な方法で報告している。

・ すべての訪問介護員に健康診断を行っている。

・ 緊急時等における対応方法が明示されている。

・ 全てのサービス提供責任者ごとに研修計画を作成し、実施又は予定している。

ｂ
・

・

・

ｃ
・

・

・

10% 加算

20% 加算

※

上記（体制要件）を満たしたうえで、（人材要件）のいずれかを満たしてい
る場合または、（重度要介護者等対応要件）を満たしている場合

すべての要件を満たしている場合

加算対象：訪問介護

厚生労働省の定める「特定事業所加算」の要件に該当した場合下記の料金をいただくことになります。

（体制要件）

（人材要件）
事業所における訪問介護員等の総数のうち、介護福祉士が30％以上、又は介護福祉士・実務
者研修修了者・介護職員基礎研修課程修了者・１級訪問介護員の合計が50％以上である

すべてのサービス提供責任者が３年以上の実務経験を有する介護福祉士又は５年以上の実務
経験を有する実務者研修修了者若しくは、介護職員基礎研修課程修了者・１級訪問介護員であ
る。

前三月の平均利用者が80人未満の事業所で、配置基準を上回る数の常勤のサービス提供責
任者を1名以上配置している。

前年度又は前三月の利用者の内、要介護４～５・認知症日常生活自立度Ⅲ以上が２０％以上である。

たんの吸引等の必要な利用者である。

前年度または前三月の利用者総数のうち、要介護３以上、認知症自立度Ⅲ以上の利用者が
60％以上である。

（重度要介護者等対応要件）

（時間帯割増）
平常の時間帯（午前８時から午後６時）以外の時間帯でサービスを行う場合には、次の割合で
利用料金に割増料金が加算されます。割増料金は、介護保険の支給限度額の範囲内であれ
ば、介護保険給付の対象となります。

（午後６時から午後１０時まで）　　：

（午前６時から午前８時まで）　　　：

（午後１０時から午前６時まで）　　：

（介護職員の増員）
２人の訪問介護職員が共同でサービスを行う必要がある場合は、ご契約者の同意の上で、通常
利用料金の２倍の料金を頂きます。

（特定事業所加算）



④-1

※　加算対象：訪問介護・介護予防訪問サービス
　　　　　　　　　　　　

④-2
上記Ⅲにより算出されたご負担額に特別地域加算（１５％）が割増加算されます。

料金

36円

37円

39円

※　加算対象：第１号訪問事業（家事援助訪問サービス）

⑤ 200単位 加算

※　加算対象：全サービス

⑥ 100 加算

※　加算対象：全サービス

⑦ 100単位 加算

※　加算対象：全サービス

⑦ 200単位 加算

※　加算対象：全サービス

⑧ -1

※　加算対象：訪問介護・介護予防訪問サービス・家事援助訪問サービス

⑧ -2

料金
33円
34円
35円

※　加算対象：第１号訪問事業（家事援助訪問サービス）

（介護職員等特定処遇改善加算）

　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）：１月につき所定単位数の　63/1000　単位
　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）：１月につき所定単位数の　42/1000　単位

（介護職員等ベースアップ等支援加算）

　介護職員等ベースアップ等支援加算：１月につき所定単位数の　24/1000　単位

別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施し
ているものとして都道府県知事に届け出る場合

負担金額 200円

（緊急時訪問介護加算）

（初回加算）
新規に訪問介護計画を作成したご契約者に対し、初回に実施した訪
問介護と同月内に、サービス提供責任者が訪問または同行した場合

週2回程度

週3回程度

月5回以上の場合、ご負担額は159円の固定料金となります。

月9回以上の場合、ご負担額は317円の固定料金となります。

月13回以上の場合、ご負担額は503円の固定料金となります。

※その計画に基づく初回の訪問介護が行なわれた月から三ヶ月間に限り

（生活機能向上連携加算Ⅱ）

（特別地域加算）

上記Ⅰ又はⅡ、及びⅣ（①～③）により算出されたご負担額の全てに特別地域加算（１５％）が
割増加算されます。

サービスの回数

週1回程度

備考

負担金額

負担金額 100円

（生活機能向上連携加算Ⅰ）
サービス提供責任者が訪問リハビリテーションを行なう理学療法士
又は指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士等に同行し、
理学療法士等と共同して訪問介護計画を作成した場合

負担金額 100円

ご契約者やその家族から要請を受けて、居宅サービス計画にない訪
問介護を介護支援専門員が緊急に必要と認め、訪問介護（身体介
護）を行った場合

200円

訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション事業所又はリハ
ビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士、作業療
法士、言語聴覚士、医師が訪問し、認知症対応型通所介護事業所の
職員と共同で、アセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成した
場合。

介護職員等の賃金の改善に要する費用の見込み額が、介護職員等特定処遇改善加算の算定
見込み額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、介護職員等特定処遇改善計画書を作成
して都道府県知事に届け出る場合

（介護職員処遇改善加算Ⅰ）

上記Ⅰ又はⅡ、及びⅣ（①～⑦）の合計額に13.7%相当の介護職員処遇改善加算をご負担
頂きます。

週2回程度 月9回以上の場合、ご負担額は290円の固定料金となります。
週3回程度 月13回以上の場合、ご負担額は460円の固定料金となります。

上記Ⅲにより算出されたご負担額に13.7%相当の介護職員処遇改善加算をご負担頂きます。
サービスの回数 備考

週1回程度 月5回以上の場合、ご負担額は145円の固定料金となります。



氏名
印

住所

氏名
印

　　　説明を受けました。
　貴施設より訪問介護、介護予防・日常生活支援総合事業第１号訪問事業の利用料金につい

　　　　年　　　　　月　　　　　日

契約者
住所

身元引受人


